
北九州市立地適正化計画（改定素案）の修正内容 

 

防災指針に対する意見（№47） 

 防災指針について、水害ハザードエリアには「浸水被害防止区域」というものも公表されている。

北九州市では、これらの区域の指定がないので、対象の災害ハザードには入れていないのか。今

回の改定で、防災の考え方を整理するなら、これらの区域への考え方も明示すべきではないのか。 

 

 

→ 防災指針の対象とする災害については、北九州市国土強靭化地域計画、北九州市地域防災計

画で想定する災害と都市計画運用指針（国土交通省）の考え方を踏まえ、法令に基づき災害ハ

ザードの区域が公表されている災害ハザード情報を対象としています。 

本市での区域指定の有無に関わらず、本市の考え（居住誘導区域との関係性）を示すため、ご

意見のとおり、「浸水被害防止区域」を追加致します。なお、「浸水被害防止区域」は、都市再生特

別措置法の規定により、居住誘導区域に含めない区域とされていることから、本市においても、

居住誘導区域内に含めないこととします。 

 

【修正箇所：P128】 

 

                         【対象とする災害ハザード情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【修正箇所：P165】 
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